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緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における 

新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について 

 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、本会の活動に対しまし

て、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和３年５月７日に緊急

事態宣言の延長が決定され、同日付で基本的対処方針が改正されました。また、今

回の緊急事態宣言の対象となる特定の都道府県に限らず、職場での感染防止を図る

ため取組を進めるよう関係各機関から周知されているところです。 

 この度、緊急事態宣言の発出を踏まえ、厚生労働省労働基準局長より、改めて、

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての

留意事項等を取りまとめた旨、通達がありました。 

 つきましては、別紙文書の趣旨等をご理解の上、貴協会の会員の皆様に対し、周

知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

以上 
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